
第２節

基本法改正（平成23年）等近年
の動き

１．制度改革の推進

（１）制度改革の推進組織

　平成21年12月に、内閣に施策本部を引き継
ぐものとして「障がい者制度改革推進本部」
（以下「改革本部」という。）が設置され、
その下で、障害当事者（障害者及びその家族）
を中心とする方々から構成された「障がい者
制度改革推進会議」（以下「推進会議」という。）
が開催された。
　推進会議は、平成22年６月に「第一次意見」、
同年12月「第二次意見」を本部長あて提出し、
障害者政策委員会の発足（後述）に伴い、平
成24年７月に廃止された。

（２）「基本的方向」

　推進会議の第一次意見を受け、平成22年６
月に、「障害者制度改革の推進のための基本
的な方向性について」が改革本部決定、さら
に閣議決定された。
　この閣議決定の要点としては、まず、「相
互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認
め合う共生社会を実現すること」を掲げ、「障
害者制度改革の基本的方向と今後の進め方」
として、「基礎的な課題における改革の方向
性」として「地域生活の実現とインクルーシ
ブな社会の構築」「障害のとらえ方と諸定義
の明確化」の２点を定めている。
　次いで「横断的課題における改革の基本的
方向と今後の進め方」として、「障害者基本
法の改正と改革の推進体制」「障害を理由と
する差別の禁止に関する法律の制定等」「『障
害者総合福祉法』（仮称）の制定」の３点を

定めた。
　また、施策分野ごとに改革の「工程表」を
定め、個別分野における基本的方向と今後の
進め方を簡潔に表した。

２．平成23年の基本法改正とその概要

　平成23年３月、改革本部が開催され、障害
者基本法の一部を改正する法律案が決定さ
れ、同法案は、同年４月閣議決定、国会に提
出された。
　この改正法案は、国会審議の過程で、防災・
防犯、消費者としての障害者の保護を加える
など一部修正され、同年６月衆議院、同年７
月参議院においてともに全会一致で可決・成
立し、附帯決議も付され、同年８月に施行さ
れた。（ただし、「障害者政策委員会」に関す
る部分は、この公布から１年以内に施行と
なった（平成24年５月21日に施行）。）
　この改正法の概要は次の表（図表2-3「障
害者基本法の一部を改正する法律【概要】」）
のとおりであるが、目的、定義、基本原則等
については、次のとおりとなっている。
　目的については、障害者権利条約の趣旨に
沿った障害者施策の推進を図るため、同条約
に定められる障害者のとらえ方や我が国が目
指すべき社会の姿を新たに明記するととも
に、施策の目的を明確化する観点から改正を
行った。
　また、障害者を、必要な支援を受けながら、
自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参
加する主体としてとらえ、障害者があらゆる
分野において分け隔てられることなく、他者
と共生することができる社会の実現を法の目
的として新たに規定したところである。
　定義においては、障害者権利条約の規定を
踏まえ、日常生活または社会生活において障
害者が受ける制限は、社会との在り方との関
係によって生ずるといういわゆる社会モデル
に基づく障害者の概念が盛り込まれた。
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　基本原則については、改正前の法に規定す
る基本的理念を引き継ぐとともに、障害を理
由とする差別の禁止に関し、障害者権利条約
にいう「合理的配慮」の概念が盛り込まれた。
　また、我が国の障害者施策について監視し、
必要に応じて内閣総理大臣に対して勧告を行
う組織として、協議会を改組した形で「障害
者政策委員会」が内閣府に設置されることと

なった。
　この法律の概要は、図表２-３のとおりで
ある。
　（内閣府障害者施策ホームページの「障害
者基本法の改正について（平成23年８月）」
（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/
kihonhou/kaisei2.html）も参照。）
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資料：内閣府

■図表２-３　
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